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一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
閣
議
決
定
」
と
は
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
を
対
象
と
し
て
、
平
成
二
十
五
年
度
の

新
規
公
債
発
行
額
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度
当
初
予
算
の
水
準
（
約
四
十
四
兆
円
）
を
上
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
よ
う
、

全
力
を
挙
げ
、
そ
れ
以
降
の
新
規
公
債
発
行
額
に
つ
い
て
も
、
着
実
に
縮
減
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、
抑
制
に
全
力
を
挙
げ

る
こ
と
等
を
定
め
た
「
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
（
平
成
二
十
五
年
度
〜
平
成
二
十
七
年
度
）
」
（
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一

日
閣
議
決
定
。
以
下
「
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
現
内
閣
と
し
て
は
、
中
期
財
政
フ

レ
ー
ム
を
廃
止
す
る
等
の
手
続
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
平
成
二
十
五
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
財
政
健
全
化
目
標
を
踏
ま
え
、

公
債
発
行
額
を
で
き
る
限
り
抑
制
す
る
こ
と
等
を
定
め
た
「
平
成
二
十
五
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
五
年

一
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
い
て
、
編
成
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
六
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
、

今
後
、「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
」（
平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
骨
太
方
針
」
と
い
う
。）

に
沿
っ
て
、
骨
太
方
針
等
を
踏
ま
え
た
今
後
の
取
組
内
容
を
具
体
化
し
た
「
中
期
財
政
計
画
」
を
策
定
し
、
当
該
計
画
等
に

基
づ
い
て
、
予
算
編
成
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
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二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
」
（
平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
等
が
制
定
さ
れ
、
同
法
の
規

定
に
よ
り
、
政
府
は
同
法
第
二
章
に
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
社
会
保
障
制
度
改
革
を
行
う
も
の
と
さ
れ
、
社
会
保
障
制

度
改
革
国
民
会
議
に
お
い
て
大
綱
そ
の
他
既
往
の
方
針
の
み
に
か
か
わ
ら
ず
幅
広
い
観
点
に
立
っ
て
同
章
に
定
め
る
基
本
方

針
に
基
づ
き
社
会
保
障
制
度
改
革
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
は
、

同
会
議
の
審
議
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
、
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
政
府
と
し
て

は
、
国
会
議
員
の
定
数
の
削
減
等
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、
国
会
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ
く
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

四
に
つ
い
て

閣
議
決
定
の
効
力
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
後
の
内
閣
に
も
及
ぶ
と
い
う
の
が
従
来
か
ら
の
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
が
、
憲

法
及
び
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
新
た
な
閣
議
決
定
に
よ
り
前
の
閣
議
決
定
に
必
要
な
変
更
等
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
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